
実施期間

活動内容

（下段）前年度
の方向性に対
する改善活動

目的

対象

貴重な文化財を保存し、後世に継承するとともに、広く市民へ公開することにより、市民の郷土の歴史や文
化財に対する理解を深め、愛護意識の高揚を図る。

実施形態 ( )
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２１年度

民俗芸能等の存
続件数

指定文化財数

69,811 65,208

貴重な文化財に対して、これを保存し、後世に伝えていくために補助金を交
付しているが、これにより、民俗芸能等をはじめとする大部分の無形文化財
は、保存会などによって、保存・継承が図られている。また、有形文化財は
個人や寺社が所有し、善良に保存が図られている。

評価

５　事務事業の評価
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実績値

100.0%

16

16

指定文化財の件
数（県・市）

評価理由

事業費計（直接費決算額＋人件費）

77,566

53

（
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成
果

区分

53

16実績値

区分

事業開始
の背景等

長い歴史の中で、今日まで伝えられてきた貴重な文化財については、これを保存し、後世に継承するととも
に、これを広く公開することが求められている。 指定文化財１件当りの経費

指標名

単位コスト

効率性
指標

貴重な文化財については、これを保存し、後世に伝えていくとともに、広く公
開することにより、市民の郷土の歴史や文化財に対する理解を深め、愛護
意識を高めていく必要がある。

前年度

市内には、県指定文化財が８件、市指定文化財が４５件ある。市の管理している史跡等の文化財に対する
除草管理や指定文化財説明板の整備などに取り組むとともに、指定文化財の管理・修理等のための事業に
対して補助金を交付した。また、民俗芸能の継承に取り組む、入曽の獅子舞保存会ほか５つの団体に対して
補助金を交付した。

継続

（前年度方向性評価）

３　事務事業の実施状況と成果

４

環境配慮

４

前年度

・目的の妥当性
・市民ニーズへの対応
・市が関与する必要性
・市が負担する必要性
など

４

目標値

達成率

件

件

単位

＜５段階評価＞　　　５：極めて高い　４：高い　３：普通　２：低い　１：かなり低い

２１年度

千円

2,150

２０年度

-

◆第一次評価　（担当課による評価）

4,111

1111 内線 5674

昭和

100.0% 100.0%

人件費（従事職員数×平均給与）

その他特定財源

一般財源

評価の視点

53

53

教育委員会　生涯学習部　社会教育課

04 - 2953

総合振興
計画に
おける
位置づけ

1,433予算額

区分

事業区分

実施根拠

0.25

章

2,294

文化財の保存・継承と公開

想像性豊かな文化の振興

文化振興と国際交流の推進

直
接
費

決算額

千円

財源
内訳

国県支出金

3,456

平成２３年度教育委員会事務点検評価（平成２２年度実施事務事業）評価表

４　事業費整理番号 33

２２年度 ２３年度単位

１　事務事業の基本事項

事務事業
の名称

17

1,834千円 1,307

0.25 0.25

1,401

達成率

実績値

達成率

目標値

※
１単位当た
りの経費

1,817

1,817

1,208

1,208

3,700

1,401

53

2,299

53

指定文化財管理事業

４

2,248

人

千円

件

千円

円

指定文化財は、大部分が所有者である個人や寺社及び保存会により管理
されており、文化財の修理・保存等の事業に関する経費は所有者負担が基
本となる。そのため、補助金の支出などについて、市の経費負担は限られ
たものになっているが、文化財の保存・継承が効果的に行われるよう取り組
んでいる。目標値の根拠・考え方

実績をもとに設定

地味な事業であるが、地域の教育・学習資源として、町づくりに貢献してもらうことができる。教育・学習資源としてどのよう
な事業を計画することができるかが、工夫点である。文化財の発掘ならびに公開を適切に行うことが必要である。

53

16

実績をもとに設定

51

２０年度

94.1%達成率

個別計画等
の名称

千円

千円

節

従事職員数

６　その他（学識経験者の意見等）

53

16

目標値

実績値

100.0%

16

目標値

100.0%

5353

担当部課

２２年度

狭山市生涯学習基本計画
目

項

～

指定文化財管理事業
電話番号

２３年度

4

1

2

埼玉県指定文化財・狭山市指定文化財等

文化財保護法

実施計画
(H22～24)
事業名

5 人を育み文化を創造するまちをめざして

２　事務事業の目的・内容

年度

・手段の最適性
・コスト効率の向上
・受益者負担の適正化
・執行体制の効率化
など

前年度

４

今後の
方向性

貴重な文化財を後世に伝えるため、引き続き、指定文化財のうち、有形文化財については管理者の協力によ
り保存を図るとともに、無形文化財については保存会の活動を支援して保存・継承を図る。そして、適切な助成
を行い、文化財の保存・継承に努めていく。また、新たな文化財の指定に向けて調査を行っていく。

・活動目標の達成度
・成果の向上
・上位施策への貢献度
・市民サービスの向上
など

直営 全部委託 一部委託 補助・負担 その他

継続 内容の見直し 抜本的見直し 廃止 休止 完了

指定管理

自治事務 法定受託事務 法定受託事務＋自治事務


